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【フォトギャラリー】 
去る８月８日（水）、９日（木）の２日間、子ども見学デー「金融庁へＧＯ！」を開催し、広

報室での厳正な抽選の結果、８日は 15 名の小学生と 13 名の保護者・引率者、９日は 20 名の小

学生と 17名の保護者・引率者に参加していただきました。 

当日はまず、広報室長からオリエンテーションを行い、引き続き「金融ってなぁ～に？」及

び「金融庁ってこんなところ」と題して、政策課課長補佐や広報室課長補佐が講師となって、

暮らしや経済に関わりの深いお金の流れについての勉強や、１億円の札束・金塊等のレプリカ

を用いての実体験も行いました。 

続いて、「大臣室をのぞいてみよう」と題して、大臣室を見学し、大臣の椅子に座って記念撮

影を行うなど、子どもたちや保護者・引率者から大変好評でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融庁月刊オンライン広報誌 

http://www.fsa.go.jp/access/index.html 

 

お金の「重さ」を体験 

（「金融ってなぁ～に？」）より 

記者会見を体験 

（会見室において） 

http://www.fsa.go.jp/access/index.html
http://www.fsa.go.jp/access/index.html
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「金融検査結果事例集」の公表について 

資本性借入金の活用状況について 

【トピックス】 

 
 

金融庁では、「資本性借入金」の積極的活用を推進するため、平成 23 年 11 月に「『資本性借入

金』の積極的活用について」を公表し、金融検査マニュアルの運用の明確化を行うとともに、金融

機関の方々等に対して、活用の検討を行っていただくよう、その周知や要請に努めているところで

すが、この「資本性借入金」の活用状況について、全国の地域金融機関（地域銀行、信用金庫、信

用組合）に対してアンケート調査（平成 24 年７月実施）を行い、その結果をとりまとめ、８月 10

日に公表しました。 

この結果を見ると、「資本性借入金」の活用件数は、平成 24 年度においては、今後の予定も含

め、平成 22年度に比べて 6.7倍となる 409件の活用が見込まれており、「資本性借入金」の活用水

準の底上げが着実に図られていると考えています。 

地域金融機関

地域銀行（注2）

信金・信組（注2）

4～6月

実績

7～9月

実績

10～12月

実績

1～3月

実績

4～6月

実績

7～9月

予定

10～12月

予定

1～3月

予定

地域金融機関
９件

（２件）

２０件
（３件）

１３件
（６件）

４３件
（１７件）

１４件
（４件）

地域銀行（注2）
５件

（２件）

１７件
（３件）

８件
（３件）

３９件
（１７件）

８件
（３件）

信金・信組（注2）
４件

（０件）

３件
（０件）

５件
（３件）

４件
（０件）

６件
（１件）

　　 ※ 「資本性借入金の積極的活用について」の公表は、23年11月。

（注1）24年度は、各金融機関からの回答において、検討中とされているものを含み、今後、変動があり得る。

（注2）「地域銀行」は、地方銀行（全国地方銀行協会加盟行）64行、第二地方銀行（第二地方銀行協会加盟行）42行、埼玉りそな銀行の合計。

 「信金・信組」は、信用金庫271金庫、信用組合158組合の合計。

（注3）括弧内は、被災地（青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県）に本店が所在する金融機関の合計。

（24年7月実施の各金融機関に対するアンケート調査の回答を集計）

実績

２３年度

実績

　　　 ２４年度（注1）

実績・予定

２２年度

２０件
（１件）

２２４件
（５６件）

１８５件
（２９件）

▲２０％
（３倍）

６８％
（８.３倍）

６１件
（４件）

４１件
（３件）

６９件
（２５件）

資本性借入金の活用状況について

６.７倍
（２１.３倍）

５.５倍
（１８.７倍）

９.３倍
（２９倍）

22年度からの
伸び率

22年度からの
伸び率

３９％
（７倍）

４０９件
（８５件）

８５件
（２８件）

１６件
（３件）

３９５件
（８１件）

２１６件
（５３件）

１７９件
（２８件）

２３年度内訳 ２４年度内訳（注1）

 

金融庁においては、中小企業金融円滑化法の期限が平成 25 年３月末に到来することを踏まえ、

中小企業の真の意味での経営改善につながる支援を強力に推し進めていくための環境整備を行うこ

ととしています。その一環として、今後とも、資本不足に直面している企業のバランスシートの改

善を図り、経営改善につながるよう、「資本性借入金」の積極的活用の推進に努めていきたいと考

えています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「資本性借入金の

活用状況について」（平成 24年８月 10日）にアクセスして下さい。 

 

 

 
金融庁は、８月 10 日に、「金融検査結果事例集（平成 23 検査事務年度後期版）」を公表しまし

た。 

http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20111122-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20111122-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-8.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-8.html
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金融庁は、平成 17 年より、金融行政の透明性・予測可能性を更に向上させるなどの観点から、

指摘の内容・頻度を勘案して、金融機関が適切な管理態勢を構築する上で参考となる事例を取り

まとめ、公表してきています。 

また、情報発信の充実・強化を推進する観点から、タイムリーに金融検査結果事例集を公表す

ることが重要と考えており、平成 23 事務年度の前期版に引き続き、後期版を公表することとしま

した（注１）。 

（注１）預金等受入金融機関については、平成24年１月～平成24年６月までの間に通知された検

査結果を、それ以外の金融機関については、平成23年７月～平成24年６月までの間に通

知された検査結果を中心に掲載しています。 

後期版は、預金等受入金融機関をはじめ、信託兼営金融機関、保険会社及び貸金業者の事例を

掲載しています。 

今回の事例集の主な特徴は、以下のとおりです。 

 

１．検査基本方針における「検査重点事項」に関連する事例を多く掲載 

平成23事務年度の検査基本方針においては、金融仲介機能の発揮、法令等遵守、顧客保護等

の徹底及び各種リスクの的確な管理を行うためには、適切な経営管理のもとでの、経営陣の主

導性とコミットメントが決定的に重要であるとの認識を示しています。 

このため、金融検査の際には、平成22事務年度に引き続き、各金融機関の戦略目標の合理性

や持続可能性をはじめ、「経営管理（ガバナンス）態勢」の整備について重点的に検証してき

ており、本事例集においては、これらに関する事例を多く掲載しています。 

また、同方針の「検査重点事項」において、新たな検証項目として追加された、震災等を踏

まえた業務継続体制や、リスク性商品の説明態勢・フォローアップ態勢の整備（注２）等に係

る事例も掲載しています。 

（注２）平成 23 検査事務年度検査基本方針 IV．１．⑶「業務継続体制」及び IV．４．⑴「顧

客に対する適切な説明」参照。 

 

２．評価事例を多く掲載 

金融検査においては、従来より、金融機関における管理態勢上の問題点を指摘するだけにと

どまらず、評価すべき点があれば、それを明示し、そうした取組みを督励しています。 

これまでは、「金融円滑化編」において、コンサルティング機能の発揮に係る評価事例を中

心に掲載してきたところですが、今回は、「金融円滑化編」以外においても、評価事例を相当

数掲載しています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融検査結果事

例集」の公表について（平成 24年８月 10日）にアクセスしてください。 

 

また、過去の事例集については、平成 16 検査事務年度版（平成 17 年７月 27 日）、平成 17 検

査事務年度版（平成 18年７月５日）、平成 18検査事務年度版（平成 19年７月５日）、平成 19検

査事務年度版（平成 20 年７月４日）、平成 20 検査事務年度版（平成 21 年７月３日）、「金融円

滑化に係る金融検査指摘事例集」（平成 21年 12月 17日）、平成 21検査事務年度版（平成 22年７

月 21 日）、平成 22 検査事務年度前期版（平成 23 年２月 10 日）、平成 22 検査事務年度後期版

（平成 23年７月１日）、平成 23検査事務年度前期版（平成 24年２月 23日）の「報道発表資料」

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/f-20050727-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/18/20060705-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/19/20070705-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/20/20080704-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/21/20090703-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/21/20091217-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20100721-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20100721-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110210-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110701-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120223-1.html
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多重債務者相談強化キャンペーン 2012の実施について 

 

 

  
 

内閣に設けられた「多重債務者対策本部」においては、深刻な社会問題である多重債務問題を抜

本的に解決するため、平成 19年４月 20日に「多重債務問題改善プログラム」を決定し、相談窓口

の整備などの「借り手対策」をとりまとめました。これに基づき、多重債務者対策本部では、日本

弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本司法支援センター（法テラス）との共催で、全国の地

方公共団体等における相談体制の強化についてのキャンペーンを毎年度実施しています。 

平成 22年６月 18日には、貸し手の規制を通じて、新たな多重債務者の発生を抑制するため、改

正貸金業法が完全施行されました。完全施行後の状況を踏まえると、制度につき直ちに見直す状況

にはありませんが、一方で、多重債務者は一定数存在し、継続的に多重債務者対策を講じていく必

要があるため、本年度も「多重債務者相談強化キャンペーン 2012」を実施するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（キャンペーン周知のためのポスター） 

 

本キャンペーンでは、期間中に都道府県、当該都道府県の弁護士会、司法書士会、中小企業団

体（全国の商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会）が共同で、消費者及び事業者向け

の無料相談会の開催等の取組みを実施します。このほか、各地方財務局においても、無料相談会の

開催等を行います。 

各地の相談窓口、キャンペーン期間中に各地で開催される無料相談会へは、下記の電話番号に

てご案内します。また、金融庁ウェブサイトの「多重債務者相談強化キャンペーン 2012における

相談会の開催予定等について」でも、随時、開催情報を提供しています。 

 

《法テラスコールセンター》 

0570 - 078374
おなやみなし

 

※受付時間平日／9:00～21:00 

土曜／9:00～17:00 

 （日曜祝祭日、年末年始休業） 

  

なお、ヤミ金業者からは絶対にお金を借りないで下さい。高い金利で借金が膨らみ、厳しい取

り立てで精神的に追い込まれてしまいます。また、クレジットカードのショッピング枠の現金化

は、実質的には、カード規約に違反する利用方法により、借金をする行為であることから、絶対

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/index.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kettei/070420/gaiyou.pdf
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平成 24事務年度主要行等向け監督方針について 
平成 24事務年度中小・地域金融機関向け監督方針について 
平成 24事務年度保険会社等向け監督方針について 
平成 24事務年度金融商品取引業者等向け監督方針について 
平成 24 検査事務年度検査基本方針について 

に行わないで下さい。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「多重債務者相

談強化キャンペーン 2012の実施について」（平成 24年８月 23日）にアクセスして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

金融庁においては、毎年、事務年度（検査事務年度）当初に、 

ア．金融機関の監督上の重点事項を明確化するため、業態別に監督方針を、 

イ．金融機関に対する検査運営の基本的枠組みや重点検証項目を明確するため、検査基本方

針をそれぞれ策定・公表しており、８月 28日に公表しました。 

 

２．監督方針について 

（１）策定の背景と基本的取組姿勢 

今回の監督方針の策定に当たっては、金融システムを取り巻く環境を俯瞰し、ア．我が国

経済が依然として厳しい状況にあること、イ．欧州政府債務問題を巡る不確実性が依然とし

て高いこと、ウ．こうした世界経済の状況が金融資本市場を通じて与える影響等が、我が国

の景気を下押しするリスクとなっていること等に着目しました。 

特に、今日のようにグローバル化が進展する中では、世界経済に関するリスクが発現し、

危機が起きた場合でも、自国への影響を軽微なものに留めるよう、経済・金融システムの

強靱性を高めておくことが重要です。そこで、金融機関が、被災地の復旧・復興をはじめ、

我が国の再生・発展に貢献していくためにも、海外経済・金融資本市場の動向等に注視し

ながら、リスク管理をはじめとした財務の健全性を確保することが必要と考えました。 

これを踏まえ、監督当局としては、引き続きベター・レギュレーションの一層の定着・

深化を基本に、リスク感応度の高い行政、国民の目線・利用者の立場に立った行政、将来

を見据えた行政、金融機関の自主的な経営改善・経営判断に資する行政に努めることとし

ました。以下では、各業態別に、監督上の重点分野を御紹介いたします。 

 

（２）主要行等向け監督方針の特徴 

主要行等向けの監督方針は、監督上の重点分野に、ア．円滑な金融仲介機能の発揮、イ．

リスク管理と金融システムの安定、ウ．顧客保護と利用者利便の向上を位置付けました。具

体的に、本事務年度の主な特徴は次の３点に集約されます。 

第一に、中小企業金融円滑化法の最終延長の一年であることを踏まえ、中小企業の真の意

味での経営改善につながる支援を強力に推し進める観点から記述を充実させました。特に、

主要行向けには、ＡＢＬ等の多様な金融手法の活用、創業・起業等に対する支援等を促進し

ていく旨を記述しています。 

第二に、リスク管理について、各行において収益力強化の取組みが見られる中で、欧州の

政府債務問題、米中等の経済・金融動向や各種リスクを注視するなど、マクロ・プルーデン

スの視点に基づく監督について強調しています。特に各行においては、想定され得る最も厳

しいシナリオを前提にストレス・テストを行っているか等について確認していくこととして

います。 

第三に、顧客保護と利用者利便の向上については、公共性が高く信頼のある金融機関とし

http://www.fsa.go.jp/news/24/kinyu/20120823-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/kinyu/20120823-2.html
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て、顧客の期待に応えていくことが重要です。特に、預金を取り扱う銀行においては、元本

の安全性を重視する顧客を抱えている点を十分踏まえて対応することが必要です。さらに、

インサイダー取引問題や年金基金、ＬＩＢＯＲ問題など、昨今の金融業界をめぐる問題に適

切に対応しているかも確認していきます。 

 

（３）中小・地域金融機関向け監督方針の特徴 

中小・地域金融機関向け監督方針は、主要行等向け監督方針との共通事項のほか、主に次

のような点を明記しています。 

第一に、各財務局等と、これまで以上に各金融機関の経営課題等に関する認識を共有し合

い、一体となった監督行政に努めるなど、引き続き、監督力の強化に努めます。 

第二に、円滑な金融仲介機能の発揮の観点からは、震災復興支援に関し、東日本大震災事

業者再生支援機構、産業復興機構及び個人版私的整理ガイドラインの活用等を通じた二重ロ

ーン問題への対応や、金融機能強化法の活用の積極的な検討を促していくこととしています。

また、地域密着型金融について、経営陣の強力なリーダーシップの下、これまでの取組み実

績を通じて把握された新たな課題等も踏まえ、自らのビジネスモデルとして、その取組みを

深化させていくことが重要です。さらに、中小企業金融円滑化法の最終年度であることを踏

まえ、「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」の具体化を進めていくこととしてい

ます。 

第三に、リスク管理と地域における金融システムの安定の観点からは、国債等の金利上昇

リスク管理や大口与信先等の信用リスク管理をはじめとするリスク管理態勢の整備状況を検

証するとともに、将来を見据えた資本基盤の充実・強化に向けた取組みを促していくことと

しています。さらに、中長期的な視点に立った収益基盤の充実のための取組み（地域銀行自

身の海外展開を含むアジア進出支援等）についても検証することとしています。 

また、協同組織金融機関については、その基本的性格等を踏まえた金融仲介機能の最大限

の発揮に向けた取組みを注視していきます。 

 

（４）金融商品取引業者等向け監督方針の特徴 

金融商品取引業者等向け監督方針は、監督上の重点分野に、主要行等にも共通した取組み

のほか、ア．市場仲介機能の適切な発揮、イ．リスク管理と金融システムの安定、ウ．顧客

保護と利用者利便の向上を位置づけました。それぞれの具体的な内容は以下のとおりです。 

第一に、金融商品取引業者等が、市場の担い手として市場仲介機能を適切に発揮すること

により、我が国市場に対する信認を高め、ひいては我が国の経済・金融システムの安定に寄

与していくことが求められており、そのためには、金融商品取引業者等が投資者など市場関

係者の信認を確保することが不可欠です。こうした観点から、公募増資に関連したインサイ

ダー取引の問題を踏まえ、法人関係情報の厳格な管理が徹底されているかを検証していくこ

となど、金融商品取引業者等が、金融仲介機能を適切に発揮できるよう、投資者等の信認の

確保に向けた内部管理態勢の構築を促していくことを盛り込みました。 

第二に、金融資本市場を取り巻く環境の不安定性・不確実性は高いままであり、金融商品

取引業者等が質の高いリスク管理を徹底することが、我が国における信用秩序の維持におい

てますます重要となっています。そこで、大規模証券会社グループ等については、日本銀行

や海外当局とも密接に連携しつつ、外貨も含めた流動性リスク管理に万全を期すことを求め

ていきます。さらに、このようなリスク管理が適切に受け止められるよう、積極的な対外メ

ッセージの発信を求めていくことを慫慂していきます。また、中小証券会社等について、財

務基盤、資金繰り等を検証するとともに、経営状況の悪化に乗じて反社会的勢力等が資金の

提供者等として経営に関与することがないよう注視していくことなどを盛り込みました。 

第三に、金融商品取引業者等における顧客保護・利用者利便については、ＡＩＪ問題や増

資インサイダー問題等を踏まえ、顧客保護に全力を挙げていくこととし、再発防止策に則っ

た適切な対応が取られているか重点的に検証することとしました。金融商品取引業者等は、

形式的な法令遵守に留まらず、法令の趣旨・目的を十分に踏まえ、顧客等の求める水準を認

識し、その期待に応えていくことが重要であり、こうした観点が実際の業務運営に根付いて
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いるかを注視していくこととします。 

 

（５）保険会社等向け監督方針の特徴 

保険会社等向け監督方針では、保険業が国民生活や経済活動の安定のために果たしている

役割や、東日本大震災等の度重なる巨大災害にかかる集積リスクについて管理の向上を図る

ことの重要性に言及した上で、以下の事項を中心に記載しています。 

第一に、保険金が適切に支払われるよう、支払管理態勢や請求案内態勢等の機能発揮状況

を引き続き検証することに加え、反社会的勢力等による不当請求に対する審査態勢を新たに

検証対象に挙げています。また、保険会社グループについて海外進出に応じたリスク管理態

勢を検証することとしました。このほか、新規参入会社、募集休止会社、外国保険会社など

についての記述を設け、保険会社等の属性に応じて適切に監督していくこととしています。 

第二に、リスク管理の高度化を推進する観点から、リスクの把握や削減への取組み状況、

販売チャネル等の特性に応じた販売進捗管理等のリスク管理態勢などを検証します。経済価

値ベースのソルベンシー規制については、専門組織と連携し、国際的な動向を踏まえつつ引

き続き検討を進めます。 

第三に、募集形態の多様化や大型化が進展する代理店について、募集態勢の検証や実態把

握を進めると共に、保険募集資料に分かり易く適正な表示が確保されているか検証します。

また、商品審査における事前の意見交換や、保険契約の特性等にも配慮しつつ反社会的勢力

にかかる態勢整備等を強化するよう促す旨の記述を設けました。 

 

３．検査基本方針について 

平成 24検査事務年度検査基本方針においては、「基本的な取組姿勢」として、一層深度ある検

査の実施に努めるとともに、ベター・レギュレーションの一層の進化等を図る観点から、 

・金融機関の直面するリスクが多様化・複雑化していること等を踏まえ、当局における検証能

力の更なる向上を図るために「検査の質的向上」、 

・当局と金融機関の「監査役・監査委員や外部監査人との連携強化」、 

等に取り組むこととしております。 

また、以下では、「検査重点事項」について、本検査事務年度において、内外の経済状況等を

踏まえ、新しく追加した主な事項を中心に御紹介いたします。 

 

（１）経営管理態勢の整備 

ア．金融持株会社等のグループ経営管理・リスク管理 

近年、金融持株会社により、銀行・保険会社等の金融グループを統括する形態が増加しつ

つあることを踏まえ、金融持株会社の子会社等に対するグループ経営管理機能が十分に発揮

されているか、等について、重点的に検証することとしています。 

また、多くの大手金融グループにおいて、アジアをはじめとする海外店舗網の拡大等を活

発化させている状況を踏まえ、グループ全体を通じたグローバルな経営管理態勢・リスク管

理態勢が整備されているか、等について、金融グループの海外における規模・特性等を踏ま

えつつ、重点的に検証することとしています。 

 

イ．業務継続体制 

近年、金融機関が抱えるリスクが多様化・複雑化している中、大規模な自然災害やシステ

ム障害等、従来の想定の範囲に必ずしも収まらない事象が発生しています。 

こうした状況を踏まえ、経営陣の責任において、危機発生時に、金融機関として必要最低

限の業務の継続が確保できるような業務継続体制が整備されているか、等について、重点的

に検証することとしています。 

 

（２）中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた取組み 

中小企業金融円滑化法の期限が、平成 25 年３月末まで１年間に限り再延長された中、平

成 24 年４月には「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」が取りまとめられる等、
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「出口戦略」が推し進められております。 

こうした中、金融機関においては、中小企業の経営改善や事業再生等を最大限支援してい

くことが、従来以上に求められております。 

このため、 

・中小企業に対して、経営改善や事業再生等の可能性を適切に見極め、最大限の支援を適

切に行うための態勢が整備されているか、 

・中小企業の経営改善や事業再生等に当たり、外部専門家、企業再生支援機構や中小企業

再生支援協議会等との円滑かつ適切な連携を行う態勢が整備されているか、 

・「資本性借入金」や「ＡＢＬ（動産・売掛債権担保融資）」等の多様な金融手法を積極的

に活用して、顧客ニーズに応える態勢が整備されているか、 

等について、金融機関の規模・特性等を踏まえつつ、重点的に検証することとしています。 

 

（３）法令等遵守態勢の整備 

ア．反社会的勢力への対応、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止 

昨今、国・地方公共団体レベルで暴力団排除活動の充実・強化が図られつつあります。 

こうした中、金融機関が国民の信頼を維持し、業務の適切性・健全性を確保するためには、

断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断・排除する必要があり、そのための実効性のあ

る態勢が整備されているか、等について、それぞれの営業地域における状況等も踏まえつつ、

重点的に検証することとしています。 

また、金融機関においては、マネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されることを

未然に防止することの重要性が一層増してきていることを踏まえ、平成 25 年４月に施行予

定の改正犯収法に対応するための態勢が整備されているか、等について、重点的に検証する

こととしています。 

更に、反社会的勢力への対応、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に対して、

金融機関が組織的に取り組むため、関係部門間での横断的な協力態勢や、情報を共有する態

勢が整備されているか、等についても、重点的に検証することとしています。 

 

イ．金融市場における不公正取引等の防止に向けた対応 

昨今、金融市場における不公正取引等が相次いで発生しています。金融機関の役職員によ

るインサイダー取引や、ＬＩＢＯＲの不正操作問題をはじめとする不公正取引等は、金融機

関への国民の信頼や市場の透明性・公平性を傷つけかねない重大な問題です。 

このため、不公正取引等の防止に向けて、適切な情報管理や業務の適切性の確保に係る内

部管理態勢やコンプライアンス態勢が整備されているか、等について、重点的に検証するこ

ととしています。 

 

ウ．ホールセール業務に係るリーガルリスク管理等 

ホールセール業務は、リテール業務と比べ、１件当たりの取扱金額が多額に上るほか、顧

客のニーズに個別に対応し、定型化されていない複雑な商品・サービスを組成する場合も多

いため、リーガルリスクの管理等が極めて重要です。 

こうした状況を踏まえ、顧客との取引等を行う前に、必要に応じ、適切にリーガル・チェ

ック等を行う態勢が整備されているか、等について、重点的に検証することとしています。 

 

（４）顧客保護・利用者利便の向上 

金融機関における顧客保護・利用者利便の向上は、国民経済の健全な発展に資するだけで

なく、金融機関に対する国民の信頼性の向上を通じて、我が国金融システムの安定に資する

重要な取組みです。 

このため、金融機関において、顧客情報に係る管理の徹底、適正かつ安全な金融取引の確

保、金融ＡＤＲ制度への対応を含めた相談・苦情等への積極的な対応、顧客に対する適切な

説明に係る態勢が整備されているか、等について、重点的に検証することとしています。 
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（５）リスク管理態勢の整備 

ア．統合的リスク等管理 

金融技術が発展し、金融機関間の取引が高度に複雑化する中で、金融機関においては、従

来のリスクカテゴリーの観点だけでは捉えられないリスクを、確実に捕捉し、管理すること

が求められております。また、欧州債務問題が長期化し、世界的に景気の下振れリスクが高

まる中、金融・資本市場等におけるストレス事象に伴い、リスクが連鎖的に増幅・伝播する

ことを念頭に置いて、統合的なリスク管理態勢の整備を図る必要があります。 

このため、 

・金融機関の規模・特性及びリスク・プロファイルに応じた統合的リスク管理態勢が整備

されているか、 

・厳格なストレステスト（例えば、急激な金利上昇、円高、株安等の複数事象が同時に発

生するケース）等を実施し、ストレステスト等の結果等が経営の中で活用されているか、 

等について、重点的に検証することとしています。 

なお、本検査基本方針では、信用リスク、市場リスクや流動性リスクに関しても、検査重

点事項を記載しております。 

 

イ．システムリスク管理 

昨年に実施したシステムリスクに関する総点検の結果を踏まえて、平成 24 年６月に金融

検査マニュアルを改定し、適切なシステムリスク管理態勢の整備に向けた検査上の着眼点を

掲げております。 

当該着眼点に基づき、 

・経営陣は、システム障害の未然防止や障害発生時の迅速な復旧対応を含むシステムリス

ク管理を重視しているか、 

・外部環境の変化を踏まえつつ、システムの処理能力等に関するリスクが認識・評価され、

システムの十分性が確保されているか、 

・システム障害の発生に備え、最悪のシナリオを想定した上で、必要な対応を行う態勢が

整備されているか、 

等について、重点的に検証することとしています。 

なお、本検査基本方針では、業務の拡大やシステムの更改・統合等への対応、システムの

外部委託等に係る管理に関しても、検査重点事項を記載しております。 

 

ウ．信託業務に係るリスク管理等 

昨今の年金基金からの受託を巡る問題事例の発生を受け、年金基金等の委託者から資産の

管理・運用を受託する信託銀行の果たすべき役割等について、様々な課題が提起されている

ところです。 

こうした状況も踏まえ、年金基金等の委託者からの資産の管理・運用においては、委託者

と締結した信託契約や、信託財産運用に関する運用ガイドラインの遵守をはじめ、善管注意

義務や忠実義務等の履行を確保し、信託財産を適切に管理・運用する態勢が整備されている

か、等について、重点的に検証することとしています。  

また、信託業務については、その根幹に関わる業務を含め、多くの業務が外部委託されて

いる事例が見られます。 

こうした状況を踏まえ、 

・業務の外部委託を行うに際し、外部委託に伴い生じるオペレーショナル・リスク等につ

いて、当該業務の特性や重要度等を踏まえつつ、適切に評価・管理する態勢が整備され

ているか、 

・外部委託先が委託業務を実際に適切に遂行しているかについて、定期的に又は必要に応

じて随時にモニタリングする態勢が整備されているか、 

等について、重点的に検証することとしています。 

 

エ．保険業務に係るリスク管理 
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「オフサイト検査モニターの集計結果」の公表について 
 

欧州債務問題をはじめとする世界経済の変調や、国内外における大規模な自然災害の発生

など、取り巻くリスクが多様化・複雑化してきていること等を踏まえ、 

・統合的リスク管理態勢の整備・確立に向けた取組みが進められているか、 

・海外拠点を含めた集積リスクの管理等、保険引受リスクが適切に管理されているか、 

・資産運用業務に当たり、適切なリスク管理態勢が整備されているか、 

等について、保険会社の規模・特性等を踏まえつつ、重点的に検証することとしています。 

 

４．最後に 

以上が本事務年度（検査事務年度）の監督方針及び検査基本方針の主な内容です。当局として

は、本事務年度も、この監督方針、監督指針や検査基本方針等に基づきながら、金融機関の皆

様との対話に努め、利用者や国民の視点に立った適切かつ実効性ある検査・監督に努めていき

たいと考えています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「平成 24 事務年

度監督方針及び検査基本方針等について」（平成 24年８月 28日）にアクセスして下さい。 

 

 

 

 

１．概要  

◇金融庁では、「金融検査に関する基本指針」の適切な運用を確保し、検査マニュアルの機械

的・画一的な運用を防止する等の観点から、検査モニターを実施しています。 

◇検査モニターには、検査局や財務局の各幹部が検査先の金融機関へ赴き、検査の実施状況な

どについて直接ご意見を伺う「オンサイト検査モニター」と、それを補完するものとして、

アンケート方式によりご意見を受け付ける「オフサイト検査モニター」とがあります。 

いずれの検査モニターも、金融機関から金融検査に対する忌憚のないご意見を伺うことので

きる有用な機会であると考えています。 

◇今般、平成 23 検査事務年度に実施した検査に関する「オフサイト検査モニター」のアンケー

ト結果を取りまとめ、８月 31日に公表いたしました。 

 

２．アンケート要領 

◇アンケートは、以下の２種類について、「１（妥当）」「２（概ね妥当）」「３（あまり妥当では

ない）」及び「４（妥当ではない）」の４肢択一方式で回答していただくものです。 

＜アンケート（１）＞ 検査執行状況等に関する事項 

＜アンケート（２）＞ 検査結果通知に関する事項 

 

◇対象先、回収率 

＜アンケート（１）＞  

対象先：227先（23年７月以降 24年５月末日までの間に立入検査を終了した先） 

回収率：93.4％（212先） 

＜アンケート（２）＞  

対象先：252先（23年７月以降 24年５月末日までの間に検査結果を通知した先） 

回収率：90.1％（227先） 

 

３．アンケート（１）結果（総括）  

アンケート結果（別紙参照）は、項目全体として、「１（妥当）」とする割合が 65.0％（昨年

71.7％）、「２（概ね妥当）」とする割合が 33.3％（同 26.6％）となり、「１（妥当）」とする割

合は、昨年に比べやや減尐しました。 

ただし、「１（妥当）」と「２（概ね妥当）」を合わせた割合は 98.3％（昨年 98.3％）と、昨年

と同じ水準であり、また、98％を超えていることを勘案すると、金融検査はほぼ適切に実施さ

http://www.fsa.go.jp/news/24/20120828-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/20120828-1.html
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れたものと考えています。 

 

４．アンケート（１）結果（項目ごとの状況）  

アンケート結果を項目別にみると、全 29項目のうち 27項目で、「１（妥当）」と「２（概ね妥

当）」を合わせた割合が 97％を超えています。 

一方で、「３（あまり妥当ではない）」と「４（妥当ではない）」を合わせた割合が比較的高い

項目も認められます。「３」と「４」を合わせた割合が３％を超えている項目について、付記さ

れた意見の内容と併せて、金融庁としての考え方や対応をご紹介します。 

 

◇「検査の時期」・・・「３」と「４」を合わせた割合 8.5％ 

金融機関から、検査の時期が決算期末や年末・年始などの繁忙期と重なり負担感を感じたと

の意見がありました。 

「３」と「４」を合わせた割合（8.5％）は、昨年（10.6％）より減尐してはいますが、今

後とも、決算期末、株主総会（総代会）や年末・年始の時期などに検査を実施する場合には、

金融機関の負担にできるだけ配慮するよう、本庁検査官や各財務局に指示してまいります。 

     

◇「執務時間の考慮」・・・「３」と「４」を合わせた割合 3.3％ 

    金融機関から、検査官の退出時刻が遅いという意見がありました。 

「３」と「４」を合わせた割合（3.3％）は、昨年（3.1％）とほぼ同様の水準ですが、今後と

も、金融機関の負担にできるだけ配慮するよう、本庁検査官や各財務局に指示してまいりま

す。 

 

５．自由記載欄における意見について  

◇自由記載欄における意見については、以下のような意見が寄せられています。 

・金融検査評定制度は、各リスクカテゴリーにおける客観的な評価を示すもので、自社態勢

の強化すべき点、求められるレベル感を把握する上で有益なものと認識。 

・主任検査官と役員、担当検査官と各部門、階層に応じたコミュニケーションを通じて双方

向の議論が図れた。 

・金融円滑化管理態勢の検証に際しては、円滑化への取組事例を評価いただき今後の励みに

もなった。今後ともこういった取組みをお願いしたい。 

・「金融検査マニュアルに関するよくある質問（FAQ）」や「金融検査指摘事例集」は、内部管

理態勢の強化等を図るために有効であることから、今後も更なる充実をお願いする。 

 

６．アンケート（２）結果（検査結果通知書について）  

アンケート結果は、項目全体として、「１（理解しやすい）」とする割合が 68.5％（昨年

83.8％）、「２（概ね理解しやすい）」とする割合が 29.3％（同 14.9％）となり、「１（理解しや

すい）」とする割合は、昨年より相当程度減尐しました。これは、昨年は、中小企業金融円滑化

法の実施状況等に絞った検査に係る通知が多く、理解しやすいとする回答が多かったことなど

も影響したものと考えています。 

ただし、「１（理解しやすい）」と「２（概ね理解しやすい）」を合わせた割合は 97.8％（同

98.7％）と、昨年とほぼ同様の水準であり、また、97％を超えていることを勘案すると、検査

結果通知については、全体としてはほぼ適切に行われたものと考えています。 

 

 

７．終わりに  

検査局では、検査モニターにおいて寄せられた種々のご意見を踏まえ、一層適切な検査の実施

に努めてまいります。 

各金融機関におかれましては、今後とも検査モニターについてのご理解とご協力をお願いいた

します。 
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金融庁の平成 25年度税制改正要望について 
 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「オフサイト検

査モニターの集計結果の公表」について」（平成 24年８月 31日）にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融庁では、平成 24 年９月７日に「平成 25 年度 税制改正要望項目」を取りまとめて公表する

とともに、要望書を財務省・総務省に提出しました。要望の概要は以下のとおりです。 

 

１．まず、金融証券税制については、国民の資産形成の自助努力を支援する観点から見直しを

行いたいと考えています。具体的には、以下の２項目を要望しました。 

 

（１）日本版ＩＳＡの恒久化等 

約 1,500 兆円ある我が国家計金融資産について、自助努力に基づく資産形成を支

援・促進し、家計からの成長マネーの供給拡大を図るため、日本版ＩＳＡの活用が期

待されています。 

ただし、現在導入が予定されている制度は、平成 26 年からの３年間に行われる投資

だけを対象とする時限措置となっています。 

そこで、幅広い家計に国内外の資産への長期・分散投資による資産形成を行う機会

を提供する観点から、日本版ＩＳＡの恒久化等を要望しました。 

 

◆日本版ISA（尐額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置）の恒久化等

国民の資産形成を支援する観点からの金融証券税制の抜本的見直し

【要望事項】

○ 投資可能期間を（平成26年からの３年間だけでなく）恒久化すること
※ 恒久化の結果、非課税投資総額が拡大することとなる（現行300万円⇒1,000万円）が、富裕層を過度に優遇する結果とならな

いよう、非課税維持期間（現行10年間）の見直し等を通じ、500万円以上とすることを想定。

○ 対象商品を拡大し、公社債・公社債投信への投資を可能とすること

○ 毎年新たな口座の開設を不要とする（原則一口座とする）こと

● ただし、平成23年度税制改正大綱等に則り、経済金融情勢が急変した場合には、軽減税率の延

長を行うこと

（参考） 平成23年度税制改正大綱（抄）

現行の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10％軽減税率は、 （中略） 平成26 年１月から20％本則税率とします。 （中略 ）

これらの措置については、経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施することとします。

【現状及び問題点】

○ 約1,500 兆円ある我が国家計金融資産について、自助努力に基づく資産形成を支援・促進し、家

計からの成長マネーの供給拡大を図るため、日本版ＩＳＡの活用に期待。

○ ただし、現在導入が予定されている制度は、平成26年からの３年間に行われる投資だけを対象とす

る時限措置となっている（100万円×３年間）。

⇒ 幅広い家計に国内外の資産への長期・分散投資による資産形成を行う機会を提供する観点から

日本版ＩＳＡの拡充・簡素化を進める必要。特に、老後の備えや教育資金など国民の自助努力（資産

形成）を本格的に支援するためには、恒久化等が望ましい。

 

http://www.fsa.go.jp/news/24/20120831-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/20120831-3.html
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１．非課税対象 ：上場株式・公募株式投信の配当・譲渡益

２．非課税投資額 ：毎年、新規投資額で100万円を上限

３．非課税投資総額 ：300万円（100万円×３年間）

４．非課税維持期間 ：最長10年間

５．途中売却 ：自由（ただし、売却部分の枠は再利用不可）

６．口座開設数 ：年間１人１口座（毎年新たな口座を開設）

７．導入時期 ：平成26年（20％本則税率化にあわせて導入）

【現行スキームの概要】

※　年間一人一口座。口座開設年に限り１００万円を限度に投資可能
※　非課税期間は、口座を開設した年から最長１０年間

（参考）日本版ＩＳＡ（平成26年に導入予定の現行スキーム）

26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年

平成26年

平成27年

平成28年

26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年

平成26年

平成27年

平成28年

１０年間

１０年間

１０年間

最大３口座

３００万円まで

累積投資可能

※ＩＳＡ：Individual Savings Accounts

 
 
（２）金融所得課税の一体化 

現状、株式等と債券等では、異なった課税方式が採られており、金融商品間の損益通

算についても、上場株式・公募株式投資信託においてのみ認められているなど、投資

家が多様な金融商品に投資しにくい状況にあります。 

また、株式等と商品先物等のデリバティブ取引の間で損益通算ができるようになれば、

今般、金融商品取引法の改正に盛り込まれた「総合的な取引所」の実現に向けた推進

力となりうると考えられます。 

このため、株式等と債券等で課税方式を統一するとともに、広く金融商品間での損益

通算を認める金融所得課税の一体化を要望しました。 

 

    

インカムゲイン キャピタルゲイン／ロス

上場株式・公募株式投信 申告分離（配当所得） 申告分離（譲渡所得）

債券・公社債投信 源泉分離（利子所得） 非課税

預貯金 源泉分離（利子所得） ―

デリバティブ取引 申告分離（雑所得）

金融商品に係る課税方式（現状）

【現状及び問題点】

○ 金融商品については、商品間の損益通算の範囲が制限されている。

○ 債券等と上場株式等とで課税方式に差異。

⇒ 投資家が多様な金融商品に投資しにくい状況。

現状、損益通算が認められている範囲

◆金融所得課税の一体化（金融商品に係る損益通算範囲の拡大・公社債等に対する課税方式の変更）

【平成24年度税制改正大綱（抜粋）】

金融証券税制については、投資リスクの軽減等を通じて一般の投資家が一層投資しやすい環境を整え
るため、平成26年に上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率が20％本則税率となることを踏まえ、その
前提の下、平成25年度税制改正において、公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算範囲の拡
大を検討します。

【要望事項】 金融商品に係る損益通算範囲の拡大及び公社債等に対する課税方式を
変更すること
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２．２点目は、中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた、中小企業の再生を支援するため

の要望です。金融庁では、これまでも中小企業の経営支援に向けた取り組みを進めてまい

りましたが、特に今般、税制面からも「借り手」の支援を行う必要があると考え、以下の

２項目を要望しました。 

 

（１）いわゆる「企業再生税制」の要件等の拡充 

再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合には、再生企業の「債務免除益」

に対する課税が再生を妨げることのないよう「企業再生税制」が措置されています。

具体的には、「債務免除益」が生じた場合に、一定の要件の下、ア．保有資産の時価が

簿価を下回っている場合の時価と簿価の差額である評価損、又はイ．所得との相殺が

通常認められる期限が切れた欠損金と、特別に相殺することを認め、課税が起こらな

いようにする措置です。 

しかし、同措置の適用は、「２以上の金融機関による債権放棄が行われている」場合

等に限定されています。 

また、現状、企業再生税制が適用される場合であっても、評価損の金額が少額

（1,000 万円未満（有利子負債 10 億円未満の企業は 100 万円未満））の資産について

は、評価損の損金算入が認められていません。 

そこで、再生の円滑化を図るため、企業再生税制の適用を受けられる債権放棄の対

象や認められる評価損の範囲の拡充を要望しました。 

 

    

◆企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充①

中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の企業再生支援（１）

≪企業再生税制適用の要件≫≪企業再生税制適用の要件≫

● 公表された債務処理の準則(支

援協等の準則）に従って計画が

策定されていること

● ２以上の金融機関による債権

放棄が行われていること（ただし、

政府関係金融機関、企業再生

支援機構又はＲＣＣが有する債

権につき債務免除等をする場合

は２以上である必要はない）

○「企業再生税制」の概要

負債の減少

債
務
免
除

債
務
免
除
益

税務上益金となる

青色欠損金

税務上損金にできる

相殺

課税が生じない

翌期以降の課税
所得と相殺可能

期限切れ
欠損金

借り手の課税において、

【要望事項①】 合理的な再生計画に基づく債権放棄について、「企業再生税制」の適用が認められる
要件を拡大すること

※ また、東日本大震災事業者再生支援機構又は産業復興機構が単独債権放棄を行う場合への企業再生税制の適用につ

いても別途要望。

※青色欠損金･･･通常所得と相殺可能な７年分（９年分）の繰越欠損金
期限切れ欠損金･･･通常所得との相殺期限（７年間（9年間））が切れた欠損金

【現状及び問題点】

○ 再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合には、再生企業の「債務免除益」に対する課税

が再生を妨げることのないよう「企業再生税制」が措置されているところ。

○ しかし、同措置の適用は、「２以上の金融機関による債権放棄が行われている」場合等に限定。

○ このため、例えば、金融機関から債権を取得した再生ファンド等が債権放棄を行う場合など、合理的

な再生計画に基づく債権放棄であっても同措置の適用が受けられないケースも少なくない。

評価損

②期限切れ欠
損金の優先利

用が可能

①評価損の
損金算入が

可能
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◆企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充②

【要望事項②】

「企業再生税制」の適用場面において、少額資産についても資産評価が行われている場
合には、評価損の計上を認めること

運送業におけるトラック（例）

1台あたりの評価損が80万円（＜100万円）で
あると、50台あれば4,000万円が損金計上不可

中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の企業再生支援（２）

【現状及び問題点】

○ 現状、企業再生税制が適用される場合であっても、評価損の金額が少額（1,000万円未

満（有利子負債10億円未満の企業は100万円未満））の資産については、評価損の損金

算入が認められていない。

○ 他方、近年、実抜計画策定の必要性の高まり等を背景に、少額資産も含めて広く資産

評価を実施する事例が増加。

○ 資産評価の結果、評価損があるにも関わらず、損金算入が認められないために、債務

免除益が課税されるおそれ。

 
 

（２）合理的な再生計画に基づき、経営者が私財提供を行おうとする場合の譲渡所得の非課

税措置 
通常、資産を譲渡する場合、当該資産の取得価額と譲渡価額との差額である譲渡益が

課税されますが、再生企業の保証人となっている経営者が、保証債務の履行として金

融機関に私財を提供する場合には、当該私財に係る譲渡益は、非課税とされています。 
一方、再生企業の保証人となっている経営者が、再生企業に直接私財提供を行う場合

には、「合理的な再生計画」の一環として行う場合であっても非課税とならないことか

ら、中小企業の再生を支援する観点から、こうした場合の譲渡益を非課税とする要望

を行いました。 

中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の企業再生支援（３）

◆「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置

【現状及び問題点】

○ 経営者が保証債務の履行として金融機関に対して直接行う私財提供については、譲渡益が非課税。

○ しかし、経営者が「合理的な再生計画」（注）に基づき、再生企業に対して私財提供を行った場合には、

譲渡益が課税（無償等で再生企業に提供した場合でも、みなし譲渡益が課税）。

○再生企業に対して私財提供

②私財を現物で提供（無償等）

再生企業

金融機関

経営者

再生企業

金融機関

債権

私財を現物で提供
（無償等）

債権

私財の譲渡

経営者

金銭を提供

譲渡益課税
みなし譲渡益課税

第三者

【要望事項】

「合理的な再生計画」に基づき、再生企業の保証人となっている経営者が私財提供を行う
場合の資産譲渡についても、譲渡益を非課税とすること

（注）一般に公表された債務処理を行うための手続きについての（中小企業再生支援協議会等の）準則に則り作成された計画を言う。

○金融機関に直接私財提供

再生企業

金融機関

債権 保証履行として
金融機関に私財
提供

経営者

譲渡益非課税

①私財を第三者に譲渡し、金銭を提供
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以上の他、日本再生戦略等に盛り込まれた事項等を含む項目を 23件要望しています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融庁の平成

25年税制度改正要望について」（平成 24年９月７日）にアクセスして下さい。 

 

【お知らせ】 

○「東日本大震災関連情報」について 

金融庁では、引き続き、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。 
 

 
 
○金融庁ウェブサイト  
「東日本大震災関連情報」 
（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html） 
「金融機関等の相談窓口一覧」 
（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html） 

 
○金融庁携帯サイト 

 「★東日本大震災関連情報」 

（URL：http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html） 

 
○金融庁ツイッター「金融庁関連情報」（URL: http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN） 

 

○「官邸かわら版」について 
内閣広報室では、野田内閣が進める重要政策について、総理の思いや取組み状況等を国民に

分かりやすく伝えるために、首相官邸オフィシャルブログ「官邸かわら版」を開設しています。 
   

金融庁におきましても、金融庁ウェブサイト及び金融研究センター、証券取引等監視委員会、
公認会計士・監査審査会のウェブサイトに以下のバナーを設置しています。 

 

 

「官邸かわら版」  

 URL：http://kawaraban.kantei.go.jp/ 

 

 

○「e-Gov電子申請システム」ご利用について 
国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-

Gov電子申請システム」の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの
積極的なご利用をお願いします。 
本システムで手続きが可能な申請・届出等については、「法令・指針等」の「法令一覧によ

る検索」をご確認ください。 
なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約」に同意し

ていただく必要があります。 

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120907-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120907-2.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN
http://kawaraban.kantei.go.jp/
http://kawaraban.kantei.go.jp/
http://kawaraban.kantei.go.jp/
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/
http://www.fsa.go.jp/common/law/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/225/annai/contents/hourei.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/225/annai/contents/hourei.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/notice/agreement.html
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「e-Gov 電子申請システム」利用のメリット 

 

いつでも 

・ 時間にとらわれず夜間や休日でも 24時間手続きができます。 

(注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。 

どこでも 

・ 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。 

 

（注）添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵

送等で提出していただくことになります。 
 
※「e-Gov 電子申請システム」の使い方について、詳しくは e-Gov トップページの「電子申請と

は」をご確認ください。 
 
 

○ その「もうけ話」、大丈夫ですか？  

詐欺的な投資勧誘にご注意ください！ 
 

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。くれぐれもご注意

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。 

尐しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

不審な勧誘を受けた場合などには、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供ください。 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意  

● 一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、考え

られません。 

⇒ こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関わらない

ようにしてください。 

 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、より詳しい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） の登録を

受けているかを確認できます。 

◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保証されているものではありません。 

・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。 

  

 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意  

● 法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融庁（財

務局）の登録を受けた業者に限られます。 

  ⇒ これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らないよ

うにしてください。 

http://www.e-gov.go.jp/index.html
http://www.e-gov.go.jp/shinsei/index.html
http://www.e-gov.go.jp/shinsei/index.html
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※詳細は、こちらにアクセスしてください。 

・ 投資勧誘等にご注意！（金融庁ウェブサイト） 

・ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 

○皆様からの情報提供が市場を守ります！ 
 

証券取引等監視委員会は、市場分析審査、証券検査、課徴金調査、開示検査及び犯則事件の調査を通

じて、市場の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命としています。 

当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市

場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、ＦＡＸ、インターネット等により受け付

けています。 

 

＜個別銘柄に関する情報＞ 

・ 相場操縦（見せ玉や空売りによるものなど) 

・ インサイダー取引（会社関係者による重要事実公表前の売り抜けなど) 

・ 風説の流布（ネット掲示板の書込みやメールマガジンによるデマ情報など) 

・ 疑わしいディスクロージャー（有価証券報告書や適時開示など) 

・ 疑わしいファイナンス（架空増資や疑わしい割当先など） 

・ 上場会社の内部統制の問題                        ・・・ など 

 

＜金融商品取引業者等に関する情報＞ 

・ 証券会社や外国為替証拠金取引（ＦＸ）業者、運用業者、投資助言・代理業者などによる不正

行為（リスク説明の不足、システム上の問題など） 

・ 経営管理態勢や財務内容に関する問題（リスク管理、分別管理、自己資本規制比率の算定な

ど）                                                                    ・・・ など 

 

＜その他の情報＞ 

・ 疑わしい金融商品や疑わしいファンド（投資詐欺的な資金集めなど）、無登録業者に関する情報 

・ 市場の公正性を害するような市場参加者（いわゆる仕手グループなど)に関する情報・・ など 

 

以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。なお、株式に限らず、

デリバティブや債券等に関する情報についても幅広く受け付けています（個別のトラブル処理・調査等

の依頼には対応していませんので、ご了承ください）。 

インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口からお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日１０時００分～１７時００分） 

電話（ナビダイヤル）：０５７０－０１６８１１ 

※ＩＰ電話・ＰＨＳからは、０３－５２５１－６８１１におかけください。 

ＦＡＸ：０３－３５０６－６６９９ 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
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◆ 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 
 
〒１００－８９２２東京都千代田区霞が関３－２－１中央合同庁舎第７号館 
 
直 通：０３－３５８１－９９０９（情報受付窓口直通） 
ＦＡＸ：０３－５２５１－２１３６ 

 

 

 

〇新着情報メール配信サービス（日本語版）へのご登録のご案内 
  金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス（日本語版）を行っています。皆様のメール

アドレスをあらかじめ登録していただきますと、毎月発行される「アクセス FSA」や日々発表される各

種報道発表など、新着情報を電子メールでご案内します。 

  また、新着情報メール配信サービス（英語版）でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA 

Weekly Review」など、新着情報を電子メールでご案内します。 

 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録をご希望の方は、

Subscribing to E-mail Information Service にアクセスしてください。 

 

 

○証券取引等監視委員会ウェブサイトにてメールマガジン配信サービスへの

ご登録のご案内 
証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、メールマガジン配信サービス(日本語版・英語版）を行っ

ています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、証券取引等監視委員会ウ

ェブサイトの新着情報や証券取引等監視委員会の問題意識等のメッセージを電子メールでご案内します。 

 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「メールマガジン配信サー

ビス」に、英語版の登録をご希望の方は、Subscribing to E-mail Information Service にアク

セスしてください。 

 

○公認会計士・監査審査会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへ

のご登録のご案内 

一般からの情報提供を求めるポスター 

http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
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  公認会計士・監査審査会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版）を行

っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、公認会計士・監査審査

会ウェブサイトの新着情報を電子メールでご案内します。 

 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの「新着情報メール配信サ

ービス」に、英語版の登録をご希望の方は、Subscribing to E-mail Information Service にアク

セスしてください。 

 

【金融ここが聞きたい！】 
 

このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旪な情報をセレクトしてお届

けするものです。さらにご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセス

してください。 

 

 

 

 

 

Ａ．上場株式等の配当・譲渡所得等の 10％軽減税率、これはご承知のとおりですけれども、23 年度の税

制改正において、景気回復に万全を期すために 2 年延長されたものであります。その際、「経済金融情

勢が急変しない限り」26 年 1 月から本則税率に戻すというふうにされたところであります。もうご承

知のとおりであります。25年度の税制改正要望におきましては、26年 1月からの 20％本則税率化に併

せて導入される日本版ＩＳＡ（尐額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置）の恒久化

等を要望するとともに、23 年度税制改正大綱等の記載に則りまして、「経済金融情勢が急変した場合に

は」、軽減税率の再延長を要望することを検討しているところであります。 

                            【平成 24年８月 31日（金）閣議後記者会見】 

 

 

 

【８月の報道発表】 

 

８月１日 アクセス 
「前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」及び「事務ガイドライン

（第三分冊：金融会社関係）」の一部改正（案）の公表について 

３日 アクセス 野村證券株式会社に対する行政処分について 

 アクセス 「株券等の公開買付けに関するＱ＆Ａ」の追加について  

７日 アクセス 
早期是正措置に関する省令等の一部改正（案）及び監督指針（案）に対するパブリックコメント

の結果等並びにバーゼル３に関する追加Ｑ＆Ａの公表について  

 アクセス 
「最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内

容」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について  

 アクセス 
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメント

の結果等について  

Ｑ：証券優遇税制についてお伺いしたいのですけれども、これまでも何度か延長を繰り返されています

けれども、今回の税制改正で、証券優遇税制についてどういうふうにお考えになっているのか、その

理由と併せて教えてください。 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/index.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2012b/20120831-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/20120801-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120803-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120803-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120807-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120807-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120807-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120807-1.html


 

 

 

 

- 21 - 

８日 アクセス 「第 21回政策評価に関する有識者会議」の開催について  

10日 アクセス アイティーエム証券株式会社に対する行政処分について  

 アクセス 株式会社ホッコクに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について  

 アクセス ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対する行政処分について  

 アクセス 
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等に

ついて  

 アクセス 「金融検査マニュアル」等の一部改定（案）に対するパブリックコメントの結果等について  

 アクセス 信用事業強化計画等の履行状況（平成 23事業年度）について  

 アクセス 経営強化計画の承認等について  

 アクセス 経営強化計画等の履行状況（平成 24年３月期）について  

 アクセス 偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について  

 アクセス 「金融検査結果事例集」の公表について  

 アクセス 
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成 24年４月

末）及び過去（平成 23年５月末～24年３月末）に公表した計数の訂正について  

 アクセス 資本性借入金の活用状況について  

13日 アクセス 株式会社ジェイプロジェクト株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について 

 アクセス 株式会社ネクスト社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について  

23日 アクセス 多重債務者相談強化キャンペーン 2012の実施について  

 アクセス 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）について  

24日 アクセス 東京証券取引所に対する業務改善命令について  

 アクセス 平成 24年３月期における金融再生法開示債権の状況等（ポイント）  

 アクセス 
金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第３回）

の開催について 

28日 アクセス 平成 24事務年度監督方針及び検査基本方針等について  

 アクセス 
金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」

（第４回）資料（平成 24年８月 28日開催） 

29日 アクセス 「金融庁業務継続計画」の改定について  

31日 アクセス 貸金業関係資料集の更新について  

 アクセス 「オフサイト検査モニターの集計結果」の公表について  

 アクセス 
株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置

法に基づく認定事業再構築計画の実施状況報告書の概要について  

 アクセス 株式会社池田泉州銀行の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく認定事

http://www.fsa.go.jp/news/24/singi/20120808-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120810-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120810-11.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120810-14.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/hoken/20120810-13.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-12.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-7.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-8.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120813-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120813-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/kinyu/20120823-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120823-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120824-1.html
http://www.fsa.go.jp/status/npl/20120824.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20120824.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/20120828-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/ginkou_wg/siryou/20120828.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120829-1.html
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20120831/index.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/20120831-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120831-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120831-1.html


 

 

 

 

- 22 - 

業再構築計画の実施状況報告書の概要について  

 

 

【８月のアクセス数の多いページ】 
 

このコーナーは、８月の「報道発表」の中で特にアクセス数の多かったページを掲載しています。 

なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトのアクセス数の多いペー

ジ（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 

・金融庁が検査実施中の金融機関  

・中小企業等に対する金融円滑化対策について  

・免許・許可・登録等を受けている業者一覧  

・平成 24事務年度監督方針及び検査基本方針等について  

・野村證券株式会社に対する行政処分について  

・「金融検査結果事例集」の公表について  

・ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対する行政処分について  

・「金融検査マニュアル」等の一部改定（案）に対するパブリックコメントの結果等について  

・「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等につい

て  

・東京証券取引所に対する業務改善命令について  

 

以上 

 アクセス マークより公表ページを見ることができます。 

http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/fsa.html
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/20120828-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120803-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120810-14.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-12.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/hoken/20120810-13.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/hoken/20120810-13.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120824-1.html

